
非営利活動団体きゃらぼく 設立総会 
令和６年９月２９日（日）１９時 

１開会 
 
２議事 
①役員（案） 
理事長・副理事長・理事・監事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
②規約（案）について         →別添ファイル❷参照 
③危機管理マニュアル（案）について  →別添ファイル❸参照 
④事業計画（案）について       →別添ファイル❹参照 
⑤予算（案）について         →別添ファイル❺❻❼参照 
⑥運営体制について 

A トラブルの未然防止について 
・兼職届について、各職場で提出してください。 
・危機管理上、複数指導体制で臨みたいと考えています。 
・収入について、必要に応じて確定申告をお願いします。 
・指導者と部員や保護者とのトラブルの未然防止に努めるものの、いわゆる炎上 
３回により、臨時理事会を開催し、その後の進退を協議します。 

  B 協賛について 
・Thousalight さん、ナガセケンコーさん、ダンロップさんに協賛していただく 
予定です。 

C 連絡体制について 
・ライングループでの連絡を考えております。 
 

＜兼職届（例）＞ 
 ・事業者名➡非営利活動団体きゃらぼく 
 ・事業場所➡どらドラパーク米子市民球場ほか 
 ・勤務内容➡スポーツ指導を中心とした人材育成活動及び地域活性化活動 
 ・期  間➡2024 年 10 月７日～ 
 ・報酬額 ➡時給 1,000 円✕1 回 2 時間✕週２回 
       （部員数等の運営状態及び実績により調整有り） 

 
⑦指導者謝金について 

・時給 1,000 円✕1 回 2 時間✕週２回 
  （部員数等の運営状態及び実績により調整有り） 
 ・実績給 

 対象大会➡（中体連関係）西部総体・県総体・中国選手権・全中 
（連盟関係） 西部新人・県新人・中国インドア・都道府県 

全国出場      ➡  10,000 円（団体は２倍）※祝勝会 
中国優勝      ➡  7,000 円（団体は２倍）※ベスト 4 は半額 
県優勝       ➡  5,000 円（団体は２倍）※ベスト 4 は半額 
西部地区優勝    ➡  3,000 円（団体は２倍）※ベスト 4 は半額 

   ・大会当日の謝金は現状想定していません。実績給のみです。 
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 ⑧指導について 
  ・基本的に生活指導も含めて学校部活動のよさを継承するイメージで指導します。 

・指導者もソフトテニスを楽しむという観点から、できるだけ試合に出場します。 
  ・１回２時間です。19 時～21 時。 

・前半はウォーミングアップと分習法、後半は全習法とミーティングです。 
・前衛と後衛が同じ練習に取り組むことを基本とします。 
・「強化書」を利用して、監督なしで勝てる選手を育成します。 

 ⑨大会当日の指導について 
  ・当面、指導者はベンチコーチ無しを想定していますが、中体連等参加では役員が 

生じますので、分担して参加できたら幸いです。 
  ・現中学生の部員は、できれば現所属から出場してもらいたいと案内しています。 
  ・現小６（1 月から体験、中１から入部）の部員はきゃらぼく所属での出場を可能と

しています。 
⑩選手輸送について 
・きゃらぼく所属選手であっても、原則現地集合、現地解散とします。 
・遠征の場合は、参加選手は必ず保険に加入させた上で企画・参加します。 
・事故等の場合は、きゃらぼくは一切の責任を負いません。 

 ⑪指導者としての保険加入について 
  ・スポーツ安全協会では、地域貢献活動も含めた補償で、年額 4,850 円など 
 ⑫その他 
  ・国スポ鳥取大会を視野に入れ、普及と強化に努めます。 
 
 
３質疑応答 
・規約内「理事長は」の箇所について「理事会は」のように常に相談協議できるあり方と
する。 

・第 9 条 （会員の資格の喪失）について、 
「3.継続して３か月以上会費を滞納したとき。」に変更する。 

 
 
 
 
４承認 
 
 
 
５その他 
・ソフトテニスからスタートするが、他の活動への拡大も可能な設計としている。 
・活動場所の確保や、施設利用料、活動拠点の設置等、米子市と相談する。 
・今後はモデル事業等への参入も視野に入れておく。 
 
 
 
 
６閉会 


